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～平成 年 月から～17 10

施設サービス等の居住費・食費の利用者負担が変わりました

介護保険法の改正により、在宅で生活する方と施設に入って生活している方の費用負担を公平にす

るため、 。平成 年 月から施設サービス等の居住費・食費が利用者負担となりました17 10

※ 対象：特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、ショートステイ、通所系サービス

平成 年９月まで（改正前） 平成 年 月から（改正後）17 17 10

◆ 施設サービス等の居住費・食費は介護◆ 施設サービス等の居住費・食費は介護

保険による給付の対象外となり利用者負保険により給付されていました。
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※ 図は多床室の場合

月 日以降の居住費・食費に係る利用者負担額10 1

施設サービスを利用している方の居住費・食費は、施設との契約により決まり、施設によって金額

が異なります （各施設が居住費・食費の額を設定します ）。 。

また、個室か多床室かといった居住環境の違いによっても利用者負担額が異なります。

◆４つの居室類型
区 分 居 室 の 形 態

ユニット型個室 居室と食堂等の共同生活室によって一体的に構成される場所(ユニット型)にある個室

※ユニット内の個室はおおむね１０室前後

ユニット型準個室 ユニット型で、居室が隣室と完全に分かれていない個室

従 来 型 個 室 ユニット型でない施設の個室

多 床 室 居室の定員が２名以上の居室

※現在、京都府内の施設でユニット型準個室がある施設はありません。



- 2 -

所得の低い方は負担が軽減されます

市町村民税が世帯非課税の方等については、次の表のとおり居住費・食費の負担額の上限が定めら

れ、負担の軽減が図られています。

府内市町村の連絡先なお、負担の軽減を受けるためには、市町村への申請が必要です。

■補足給付の支給

◆所得の低い方の居住費・食費の （日額）負担限度額
居住費

従来型個室

ユニット型 ユニット型 特別養護 多床室 食 費区 分 老人保健施

設､介護療養個 室 準個室 老人ホーム

型医療施設

利用者負担第１段階
・生活保護受給者の方など ８２０円 ４９０円 ３２０円 ４９０円 ０円 ３００円

利用者負担第２段階
・年金収入のみで年額８０万円以下 ８２０円 ４９０円 ４２０円 ４９０円 ３２０円 ３９０円

の方など

利用者負担第３段階
・市町村民税世帯非課税で、上記に １６４０円 １３１０円 ８２０円 １３１０円 ３２０円 ６５０円

該当しない方

※利用者負担第４段階の方についても、一定の場合には負担が軽減される場合があります。

※詳しくは、市町村の担当窓口にお問い合わせください。

（参考）

国が定める基準費用額と負担限度額の差額が補足給付として介護保険から支給されています。

（日額）

居住費
従来型個室

ユニット型 ユニット型 特別養護 多床室 食 費区 分 老人保健施

設､介護療養個 室 準個室 老人ホーム
型医療施設

１９７０円 １６４０円 １１５０円 １６４０円 ３２０円 １３８０円基 準 費 用 額

■社会福祉法人による利用者負担軽減制度
・社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム等のサービスについて、法人が利用者

負担を軽減した場合、国や地方自治体がその費用の一部を公費で補う仕組みがあります。

※詳しくは、市町村の担当窓口にお問い合わせください。

http://www.pref.kyoto.jp/kourei-engo/13900025.html
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■高額介護サービス費の見直し
・高額介護サービス費は、月々の介護サービスの１割負担の合計額について、所得に応じ上限額を

設定するものです。下の表中の金額を超えた場合には、その超える額が高額介護サービス費とし

（月額）て保険給付が行われます。

区 分 金 額

利用者負担第１段階 １５，０００円

利用者負担第２段階 １５，０００円

利用者負担第３段階 ２４，６００円

利用者負担第４段階～ ３７，２００円
※詳しくは、市町村の担当窓口にお問い合わせください。


